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In brief 

2017 年度税制改正による外国子会社合算税制（以下「新制度」）に係る改正通達（租税特別措置法関係 

通達）が、2018 年 1 月 9 日に公表され、更に通達の内容等をより具体的に解説した Q&A（「平成 29 年度 

改正 外国子会社合算税制に関する Q&A」(以下「Q&A」)が 2018 年 1 月 31 日に公表されました。 

平成 29 年度改正 外国子会社合算税制に関する Q&A（情報） 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/180111/index.htm 

Q&A では、新設された改正通達の内容を中心に、①特定外国関係会社（ペーパー・カンパニー等）の判定

における実体基準（主たる事業を行うに必要と認められる事務所等を有していること）の意義、②特定外国関

係会社（ペーパー・カンパニー等）の判定における管理支配基準（自ら事業の管理、支配等を行っている 

こと）の意義、③対象外国関係会社の航空機リース事業等の事業基準（通常必要と認められる業務の全てに

従事していること）の対象範囲、④部分対象外国関係会社の部分合算課税の対象範囲、の項目について、 

事例を設けて解説がされています。 

このうち、①の実体基準と②の管理支配基準は、ペーパー・カンパニーの判定における基準として解説され

ていますが、対象外国関係会社の経済活動基準（改正前の適用除外基準）における実体基準や管理支配

基準と同様であることが明記されていることから、対象外国関係会社の判定における実体基準や管理支配基

準も、Q&A の解説に沿った取り扱いがなされるものと思われます。 

本ニュースレターでは、Q&A の内容のうち、実体基準、管理支配基準、航空機リース事業等の事業基準等の

項目を中心に、外国関係会社の業務に係る留意事項等について解説いたします。 

In detail 
1. 新制度における実体基準及び管理支配基準の意義

改正前の制度（以下「旧制度」）では、外国関係会社の租税負担割合が20％以上であれば、合算課税制度

の対象外とされていましたが、新制度では、租税負担割合が20％以上30％未満の外国関係会社で特定外国

関係会社に該当する場合は、会社単位の合算課税の対象とされます。特定外国関係会社は、①活動の実体

がない外国関係会社（ペーパー・カンパニー）、②総資産に比して「受動的所得」の占める割合が高い外国

関係会社（事実上のキャッシュ・ボックス）、③情報交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国

等（ブラック・リスト国）に所在する外国関係会社、のいずれかに該当する場合です。②は計算式により判定さ

れ、③は告示されますので、いずれも一義的に判定がなされるものですが、①は、外国関係会社の事業によ

っては、実体基準又は管理支配基準の判定に困難を伴うことも考えられます。 

対象外国関係会社の判定では実体基準や管理支配基準の他に事業基準等が設けられており、株式保有業

や知的財産権の提供等を主たる事業とする場合は事業基準を満たさず、合算課税制度の対象とされます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/180111/index.htm
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ペーパー・カンパニーの判定は、実体基準又は管理支配基準のいずれかにより行われますので、子会社管

理や知的財産権の提供等を主たる事業とする場合に、実体基準又は管理支配基準が充足されるのかという

疑問が生じます。又、改正通達で明記された役員等の兼務や業務委託についても、より明確な指針が望まれ

るところであり、そのような対応としてQ&Aが作成されたものと考えられます。 

 

外国関係会社（措法 66

の 6②一） 

・居住者、内国法人、特殊関係非居住者、及び下記の外国法人（実質支配関係がある法

人）が有する株式保有割合、議決権保有割合、又は請求権保有割合が 50％を超える場合

の外国法人 

・居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人 

特定外国関係会社（措

法 66 の 6②二） 

(1) 次のいずれにも該当しない外国関係会社（ペーパーカンパニー） 

・（実体基準）主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を

有している外国関係会社（これらを有している外国関係会社と同様の状況にあるものを含

む） 

・（管理支配基準）本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている

外国関係会社（これらを自ら行っている外国関係会社と同様の状況にあるものを含む） 

(2) 総資産の額に対する有価証券、貸付金及び無形固定資産等の合計額の割合が 50%を

超える外国関係会社で、総資産の額に対する部分合算所得（超過利潤を除く）の合計額の

割合が 30%を超えるもの 

(3) 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域

として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社 

対象外国関係会社（措

法 66 の 6②三） 

次のいずれかに該当しない外国関係会社 

(1) （事業基準）主たる事業が、株式等又は債券の保有（統括業務を行う場合の株式等の保

有を除く）、知的財産権の提供、又は船舶若しくは航空機の貸付け（実体のある航空機リー

ス事業を除く）でないこと 

(2) （実体基準、管理支配基準）本店所在地国においてその主たる事業（事業持株会社にあ

っては統括業務）を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、

その本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること 

(3) 各事業年度において行う主たる事業の区分により以下の要件を満たすこと 

・（関連者基準）卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業

又は物品賃貸業（航空機リース事業に限る）の事業を営む場合、主として非関連者との間で

取引を行っていること 

・（所在地国基準）上記以外の事業を営む場合、その事業を主として本店所在地国において

行っている場合 

部分対象外国関係会社

（措法 66 の 6②六） 

対象外国関係会社の判定における経済活動基準の全てを満たす外国関係会社（特定外国

関係会社に該当するものを除く） 

 

2. ペーパー・カンパニーの判定における実体基準（Q1～Q3） 

ペーパー・カンパニーの判定における実体基準は、対象外国関係会社の判定における実体基準と同様に、

独立した企業としての活動の実体を有するのかを判定する基準であり、外国関係会社が主たる事業を行うに

必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設の存在という物的な側面から独立した企業としての

活動の実体を有するのかを判定するものとして設けられたものです。そして、固定施設とは、単なる物的設備

ではなく、そこで人が活動することを前提とした概念であるため、外国関係会社の事業活動を伴った物的設

備である必要があると考えられています。 

 

主たる事業を行うに必要と認められる固定施設の判定は、当該外国関係会社の主たる事業の業種や業態、

主たる事業に係る活動の内容等を踏まえて行われ、固定施設が賃借によるものか否かは問われません（措通

66 の 6-6）。 

 

実体基準の判定となる固定施設は、主たる事業を行うに必要と認められるものとされていますので、主たる事

業に使用されていない場合や、主たる事業を行うために必要と認められないものである場合には、実体基準

を満たさないこととなります。又、そもそも、主たる事業が人の活動を要しない事業である場合には、主たる事

業を行うに必要と認められる固定施設は有していないこととなります。 

 

以上の判定基準に照らせば、外国関係会社の役員及び従業員がその子会社の事業の進捗への関与等に
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従事するために使用される事務所等（その業務を行うに十分であると認められるビルの一室や部屋の一区画

も含む）は、第三者或いは関連会社からの賃借による場合も含めて主たる事業を行うに必要と認められる固

定施設に該当し、実体基準を満たすと考えられています（Q1、Q2）。 

 

一方で、主たる事業がその保有する工業所有権に係る使用料を得ることであり、当該事業に係る活動実態が

ない場合（そもそも事務所等の使用実態がない場合）には、事務所等を賃借していたとしても、主たる事業を

行うに必要な固定施設には該当しないと考えられています（Q3）。更に、事務所等の使用実態がある場合で

あっても、主たる事業が工業所有権に係る使用料を得ることのみであって、その事業活動にその一室を使用

する必要もないと認められる場合には、その一室はその主たる事業に必要な固定施設には該当しないものと

されています（Q3）。 

 

3. ペーパー・カンパニーの判定における管理支配基準（Q4～Q8） 

ペーパー・カンパニーの判定における管理支配基準は、対象外国関係会社の判定における管理支配基準と

同様に、会社の機能面から独立した企業としての実体があるかを判定する基準であり、外国関係会社が事業

計画の策定等を行い、その事業計画等に従い裁量をもって事業を執行することであり、これらの行為に係る

結果及び責任がその外国関係会社に帰属することであると理解されています（措通 66 の 6-7）。この場合、

①外国関係会社の役員が他社の役員等を兼務していること、②外国関係会社の事業計画の策定等に当たり、

親会社等と協議し、その意見 を求めていること、③その事業計画等に基づき、その外国関係会社の業務の

一部を委託していること、の事実があるとしてもそのことだけで管理支配基準を満たさないこととはされていま

せん（措通 66 の 6-7）。 

 

外国関係会社の役員（常勤か非常勤を問わない）が、親会社又は地域統括会社の役員等を兼務している場

合も、本店所在地国において外国関係会社の役員の立場で外国関係会社の事業計画の策定等を行い、そ

の事業計画等に従い職務を執行している限りにおいては、管理支配基準を満たすものと考えられています。

そしてこのような職務執行に対しては外国関係会社が報酬を負担するのが通常であり、合理的な理由なく報

酬の支払いが認められない場合には、外国関係会社自らが事業の管理、支配及び運営を行っていないと判

断される重要な要素となりうると解釈されています。なお、外国関係会社の役員が名義だけの役員や、不特

定多数の会社のために業として行う役員のみである場合には、一般的にはその役員が外国関係会社の事業

計画の策定等を行っておらず、職務を執行していないと考えられ、従って、管理支配基準を満たさないと考え

られています。 

 

以上の判定基準に照らせば、外国関係会社の役員が地域統括会社の使用人を兼務している場合も、当該

外国関係会社の役員の立場で事業計画の策定を行い、その事業計画に従い職務を執行し、その報酬が当

該外国関係会社から支払われている場合には、管理支配基準を満たすと考えられています（Q4）。また、外

国関係会社の業務の一部の業務、例えば資金調達及び与信業務について、地域統括会社の確認を求める

ような場合も、事業計画案の策定等の職務執行の重要な事項を外国関係会社の役員が自ら判断しているの

であれば、管理支配基準を満たすと考えられています（Q5）。 

 

一方で、地域統括会社が全ての事業計画の策定を行い、外国関係会社の役員等はその策定された計画に

従って職務を執行しているだけの場合には、管理支配基準を満たさないと考えられていますが、例えば地域

統括会社の事業計画が地域内におけるグループ全体の与信に係る業務に関する事業計画であり、与信に

係る業務以外の業務（資金調達等）に関する事業計画の策定は外国関係会社が行い、その事業計画に従い

実際に資金調達等を実行している場合には外国関係会社において事業の管理、支配及び運営を自ら行っ

ているものと考えられています（Q6）。 

 

外国関係会社が業務の一部を委託している場合については、①契約書の作成等の補助業務の外部委託は、

管理支配基準の判定の要素とならない、②グループ内の経済的合理性の観点から行われるシェアードサー

ビスのような経理事務等の委託は、そのことだけで管理支配基準を満たさないことにはならない、③資金調達

や与信に係る業務の一部の金融機関への委託は、外国関係会社自らが事業計画の策定等（資金需要の把

握、外貨の調達の規模、入金・回収の時期の策定等）を行った上で業務委託するのであれば管理支配基準

を満たす、と考えられています（Q7）。 
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役員の業務の執行の判定に関して、外国関係会社の事業が工業所有権に係る使用料を得ることのみで、役

員は社外の弁護士のみが登記されている場合には、当該役員が行っていることは判断を伴わない単なる取

次ぎにすぎず、自ら事業計画の策定を行い、事業を執行していると考えられず、管理支配基準を満たさない

と考えられています（Q8）。 

 

4. 航空機リース事業等における事業基準の判定（全てに従事していることの範囲）（Q9、Q10） 

対象外国関係会社の事業基準の判定において、実体のある航空機リース事業は事業基準を満たすものとさ

れており、業務従事基準として、「外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の

貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること」（以下「通常必要業務

従事基準」）が必要とされます（措法66の６②三イ、措令39の14の３⑪一）。この「全てに従事していること」には、

業務委託（補助業務以外の業務の委託にあっては、外国関係会社が仕様書等を作成し、又は指揮命令して 

いる場合に限る）が含まれます（措通66の6-16）。 部分合算課税制度における外国金融子会社等の範囲（該

当性判断）、グループファイナンスに係る通常必要と認められる業務、部分対象外国関係会社の対象金額

（受取利子等、デリバティブ取引の損益、固定資産の貸付けによる対価の額のうち除外されるもの）等の判定

における「全てに従事していること」についても同様とされます（措通66の6-16）。 

 

航空機リース業を主たる事業としている会社では、通常、以下のような業務が行われていますが、外国関係会

社本店所在地国で、以下の業務のいずれにも従事していると認められる場合には、通常必要業務従事基準

を満たすと考えられています（Q9）。これらの業務を外部に委託する場合は、①と②のような補助業務の委託

は通常必要業務従事基準の判定に影響を及ぼしませんが、③～⑤の業務の委託については、外国関係会

社の役員及び使用人が仕様書等を作成し、又は指揮命令して いる場合には通常必要業務従事基準を満た

すと考えられています（Q10）。 

 

業務内容 具体的な業務例 業務委託例 

航空機製造会社及び同業他社への

購買活動、リースバックを前提とした航

空会社からの売却提案への対応及び

親会社や金融会社等からの資金調達 

市場動向把握、交渉 

 

①購買活動に当たって、通関士に

輸出入関連手続を委託 

④購買活動に当たって、グループ

会社に製造会社等への取次ぎや

調査を委託 

航空会社（借り手）向け営業活動 事業計画/機材計画等の聴取、市場

動向把握 

④営業活動に当たって、グループ

会社に製造会社等への取次ぎや

調査を委託 

航空会社（借り手）との条件交渉・基本

合意書作成・契約書作成 

リース契約（リースバック取引である

場合には併せて機材の売買契約）

に関する条件交渉・基本合意書の

作成・契約書の作成 

②条件交渉・契約書作成に当たっ

て、弁護士にひな型の作成を委託 

取引管理 入金チェック、保険管理、航空会社

における契約遵守状況モニタリング 

 

機材管理 技術評価、整備単価等評価、航空

会社における機材整備状況モニタリ

ング 

③機材管理に当たって、機体メン

テナンスを整備会社に委託 

与信管理 与信先財務分析、懸念先モニタリン

グ、信用事由発生時の機材及び債

権回収 

⑤与信管理に当たって、債権回収

をサービサーに委託 

リース期中及びリース満期時における

再販活動（機材売却、再リース、リース

延長） 

同業他社や投資家、航空会社等に

対しての営業活動 

④機材売却に当たって、グループ

会社に製造会社等への取次ぎや

調査を委託 
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5. 部分対象外国関係会社の部分合算課税の対象範囲（Q11～Q15） 

部分対象外国関係会社は一定の受動的所得が合算対象とされますが、租税回避リスクを所得類型ごとに判

断し、外国関係会社にその所得を得るだけの実質を備えていると考えられるものを個別に除外することとされ、

受取利子等に係る所得においては、グループファイナンスに係る一定の受取利子が部分合算課税の対象か

ら除外されます。当該合算対象から除外される利子とは、部分対象外国関係会社のうち、その本店所在地国

においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国に

おいてその役員又は使用人が金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の

全てに従事しているものが、その関連者等に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額です（措法 66 の６⑥二、

措令 39 の 17 の３⑧二）。 

 

ここで、「通常必要と認められる業務」の範囲が何を指すかが問題となりますが、グループファイナンス事業は、

通常、グループ各社において以下のような業務を行っており、外国関係会社の役員又は使用人がこの財務

業務及び貸付業務のいずれにも従事している場合には、通常必要業務従事基準を満たすと考えられていま

す（Q11）。財務業務はグループ内で分担して行っている場合もありますが、以下の財務業務の①から③まで

のいずれかの業務及び貸付業務に従事している場合も通常必要業務従事基準を満たすと考えられています

（Q11）。外国関係会社が金融機関ではない場合で貸付業務を委託する時は、当該外国関係会社の役員又

は使用人が仕様書等を作成し、又は指揮命令していることが必要とされています。又、貸付業務が財務業務

の行われた事業年度に行われていない場合（翌年以後等に行われる）でも、財務業務により貸付期間等が決

定され、それに基づき貸付業務が実施されているのであれば、財務業務と貸付業務とは一体として実施され

たものといえることから、通常必要業務従事基準は満たされると考えられています（Q12）。 
 
 業務内容 業務委託例 

 

 

財

務

業

務 

①自社の投資計画や負債の返済見通し等をもと

にした資金計画の作成、資金需要の予測等の

親会社又は資金管理会社への報告 

 

②グループ各社から報告された情報に基づくキ

ャッシュ残高や予測に係る情報に基づくグルー

プ全体又は資金管理会社の管理する単位の資

金計画の策定、金利設定等 

 

③資金計画に基づく具体的なグループファイナ

ンス方法の検討 

 

貸

付

業

務 

④財務業務の③に基づき貸付けを実施。契約

事務、入金管理・回収等 

⑤銀行等の金融機関の提供するキャッシュ・マネジメント・シ

ステムを利用し、財務業務の③で決定した貸付先・貸付金

額・貸付期間を設定して会社間貸借を適時自動的に実施

すべく銀行等に委託 

⑥入金管理・回収等を代行会社に委託 
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